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１．「東京地裁平１２（ワ）第20378号・平１３（ワ）第１７３９号」に
 関する

 
平成１６年３月１０日東京地裁判決（確定）の要旨

①開発業者は、納入期限までにシステムを完成させるように、契約書等にお

 いて提示した開発手順や開発手法、作業工程等に従って開発作業を進める

 とともに、常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、

 これに適切に対処し、かつ、注文者のシステム開発へのかかわりについても、

 適切に管理し、システム開発に専門的知識を有しない注文者によって開発作

 業を阻害する行為がされることのないよう注文者に働きかける義務（プロジェ

 クトマネージメント義務）を負い、

②他方、注文者は、システムの開発過程において、資料等の提供その他シス

 テム開発に必要な協力を開発業者から求められた場合、これに応じて必要な

 協力を行うべき契約上の義務（協力義務）を負っていたものであり、

③システムの開発作業が遅れ、納入期限までに完成に至らなかったのは、い

 ずれか一方の当事者のみの責めに帰すべき事由によるものというのは適切

 ではなく、双方の不完全な履行、法改正その他に関する開発内容の追加、変

 更等が相まって生じた結果であるなどとして、当事者双方の債務不履行責任

 がいずれも否定されたが、
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④民法６４１条による請負契約の解除が認められ、一方で注文者から開発業

者に対して、解除に基づいて、既払い代金２億５２００万円の返還請求権を認

め、他方で開発業者から注文者に対する同条に基づく損害賠償権として契

約上の開発代金３億４６５０万円を認め、

⑤ただし、この損害賠償請求権につき、開発業者が、ⅰ．開発作業の遅れ

の一因を作ったこと、ⅱ．適切なプロジェクトマネージメントを欠いた点があっ

たこと、ⅲ．不相当な内容・方法で追加委託料の負担の申入れをしたことな

どにかんがみると、注文者に対し、開発業者に生じた損害を全額賠償させる

のは著しく公平を失するとし、同法４１８条を類推適用して、開発業者の損害

賠償請求である開発代金３億４６５０万円について６割の過失相殺をして金

１億３８６０万円とし、注文者の既払い代金から差し引き、１億１３４０万円の

返還請求権（利息年６分）を認容した。

参照：判例タイムスＮｏ．１２１１（２００６．８．１０）
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２．「東京地裁平２０（ワ）第５３２０号・平２０（ワ）第２４３０３号」
 に関する

 
平成２４年３月２９日東京地裁判決（控訴中）の要旨

②なお、上記支払総額の規定が設けられたのは両当事者が目標とする重要な

 指針を定める趣旨であることは疑いのないところであり、上記支払総額の規定

 された本件最終合意書が交わされたとの事情が、被告の信義則上ないし不法

 行為上の義務違反の有無を考慮するに当たり意味を有しうるものであることを

 否定するものではない。

③パッケージ開発が行われる場合、パッケージの選定は開発の対象となるシス

 テムの根幹を成すものであり、その適切な選定、開発方法の採用は極めて重

 要な課題である。本件被告は、銀行のシステムをパッケージ・ベース・アプロー

 チの手法で開発をした経験がなかったのであるから、より慎重に、パッケージの

 機能、開発手法、リスク等について検証検討し、適切な開発方法を採用しなけ

 ればならない。

①本件最終合意書１条及び８条ただし書によれば、本件最終合意書に記載さ
れた支払金額の法的拘束力については、原告と被告との間で本件プロジェク
トの各局面における義務を定めた個別契約が締結されることを前提条件とし
て生ずるものとされている。そして個別契約の大半が未締結であるから、被告

 の債務不履行又は不法行為の責任は認められない。

©（弁）

 

エルティ総合法律事務所



6

④ⅰ．開発方法について、２度も基本的なやり直しをしなければならなかった、

 ⅱ．当該パッケージの機能や充足度について、成熟度の見誤り、Ｊａｖａ化した

 もののパフォーマンスの悪さ、日本の銀行の諸制度に合致させるのが難し

 かったなど、ⅲ．パッケージ開発に不可欠なパッケージベンダの要員の不配

 置等の諸事情によれば、被告は、パッケージの機能や充足度について、あら

 かじめ十分な検証・検討をしたものとは言えないし、適切な開発方法を採用し

 たものとも言えない。

⑤被告として、本件最終合意書を交わした後の段階において、新たなＢＲＤの

 内容いかんにより、本件最終合意書で記載された代金額の修正がありうるの

 であれば、その時点でこれを説明して、そのような前提の下で本件プロジェクト

 を続けるかどうかの判断を与えるべきであったのに、それをすることなく、最終

 合意書の内容を尊重するなどと述べて、個別契約の代金の支払いを受け、後

 になって、事情が変わったなどとして金額の増額を申し出たのは、信義に反す

 るものである。

⑥本件パッケージを利用することが当事者間の法的拘束力を有するものとし

 て合意されていた状況下において、被告が完成時期や費用負担について、十

 分な検証をしないで別のパッケージの代替案を提案すること自体が、原告の

 信頼関係を失わせる根拠となる。
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⑦以上によれば、被告には、本件システム開発のベンダとして適切にシステム

 開発を管理することなどを内容とするプロジェクトマネジメント義務の違反があ

 る。

⑧上記の各事情に照らせば、原告がパッケージの代替案の提案を受けた段

 階で、本件プロジェクトを中断する決断をしたことは何ら非難に値するもので

 はないし、むしろ相応の根拠がある。そうすると、被告のプロジェクトマネジメン

 ト義務違反により本件プロジェクトが頓挫したものであり、被告はこの点につい

 て責任を負わなければならない。
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⑨本件システム開発について、原告には協力義務違反は認められず、本件シ

 ステム開発が頓挫したことの責任はもっぱら被告にあり、被告は原告に対して、

 プロジェクトマネジメント義務違反の責任を負う。

⑩（「原告が被告との個別契約に基づいて支払った金額」－「原告が現に使用

 している資産の金額」）＋（「原告が本件システムのために、被告以外の者に

 支払ったソフト・ハード代金」－「原告が現に使用している物の金額）＝７４億１

 ３６６万円の損害賠償請求（利息年５分）を認めた。
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３．２つの判決のプロジェクトマネジメント義務の法律的性質

Ｈ１６．３．１０判決 Ｈ２４．３．２９判決

法律要件

 の位置付

 け

①４１５条債務不履行責任の

 債務者の責めに帰すべき事由

 に基づかないこと

① ４１５条債務不履行責任の

 債務者の責めに帰すべき事由

 に基づかないこと

②６４１条の損害賠償請求権

 者である開発業者に、４１８条

 類推適用の過失（法律上の義

 務違反に限る必要はなく、債

 権関係における信義則に違反

 することを含む）評価根拠事実

 があること

②信義則違反・７０９条の不法

 行為責任の過失（法律上の義

 務違反に限る必要はなく、債

 権関係における信義則または

 社会生活における協同の精神

 に違反することを含む）評価根

 拠事実があること

適条 ①は、開発業者にプロジェクト

 マネジメント義務違反は認めら

 れるが、発注者の協力義務違

 反や他の要因も合わせて頓挫

 したものであるから適用しない。

①は、最終合意書は、全ての

 個別契約の締結を停止条件と

 しており、個別契約の大半が

 未締結であるから債務不履行

 は認められない。
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４．プロジェクトマネジメント義務の法律的性質と考え得る諸説

［第１説］

プロジェクトマネジメント義務そのものが、開発業者の「仕事を完成させる義務」

の「要素たる義務」の一つであり、プロジェクトマネジメント義務の不履行そのも

のが、仕事完成義務違反となる。

［第１説①説

 
独立的義務説］

成果物が完成したときでも、プロジェクトマネジメント義務の違反があれば、仕

事は完成したとは言えず、仕事完成義務の全部の債務不履行となる。

［第１説②説

 
部分的義務説］

成果物が完成したときでも、プロジェクトマネジメント義務の違反があれば、そ

れは、仕事完成義務の一部分の債務不履行となる。
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［第２説

 
付随的義務説］

プロジェクトマネジメント義務は、仕事完成義務の一要素ではあるが、成果
物の完成という主本的義務の付随的義務に過ぎない。従って、成果物が完
成したときには、プロジェクトマネジメント義務の違反があっても、それ自体

 は、仕事事完成義務の債務不履行とはならない。

［第３説

 
債務不履行・帰責原因義務説］H16判決①・②、Ｈ２４判決①

仕事が完成せずに頓挫した場合に、その頓挫の原因が請負業者がプロジェ

 クトマネジメント義務を果たさなかったことにある場合には、請負業者に対す

 る債務不履行責任を追求しうる。プロジェクトマネジメント義務が仕事完成義

 務の一要素であるとする考えか、そもそも仕事完成義務の要素ではないと

 する考えのいずれの場合でも、この説はあり得る。

［第４説

 
不法行為（信義則違反を含む）・帰責原因義務説］Ｈ２４判決②

仕事が完成せずに頓挫した場合に、その頓挫の原因が請負業者がプロジェ

 クトマネジメント義務を果たさなかったことにある場合には、注意義務違反と

 して、請負業者に対する不法行為責任を追求しうる。

４．プロジェクトマネジメント義務の法律的性質と考え得る諸説つ

 
づき
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＜留意＞

・プロジェクトマネジメント義務の違反があった場合には、Ｑ（機能・品質）、Ｃ

（代金）、Ｄ（納期）のいずれかに影響が生じる。「成果物（Ｑ（機能・品質）

 
）の

完成」は、「仕事」の完成ではない。

・Ｄ（納期）の遅延は、履行遅滞による損害賠償の問題

→プロジェクトマネジメント義務の違反による履行遅滞は、開発業者の帰責

→協力義務違反による履行遅滞は、発注者の帰責

→合意による納期の延期

・Ｃ（コスト）の増大は、仕事の不完全履行

→プロジェクトマネジメント義務の違反によるコスト増加は、開発業者の帰責

→協力義務違反によるコスト増加は、発注者の帰責

→合意による代金の増額

・Ｑ（機能・品質）の増加は、

→プロジェクトマネジメント義務の違反による機能増加は、開発業者の帰責

→協力義務違反による機能増加は、発注者の帰責

→合意による機能の増加

©（弁）
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５-１．プロジェクトマネジメント義務の法的根拠事実

①請負契約における債務者は、「仕事を完成」させる義務を負う。

②システム開発請負業者は、「システム開発」という「仕事を完成」させる義

務を負う。

③システム開発という仕事は、システム開発技術の専門業者でなければ出

来ない。システム開発技術の専門家たる請負業者は、「システム開発技術

を駆使して、システム開発作業をコントロールして、システム開発請負契約

 で約束をした代金と納期の範囲内で、約束をした機能・品質のシステムを完

 成させる義務」を負う。

④システム開発請負契約の当初において、機能・品質が確定している場合

もあるが、殆どの場合は、機能・品質は、契約の履行行為の上流工程にお

いて、多種類の多数（数百～数千）の発注者との合意により、確定すること

が想定されており、その確定に導く（発注者の協力義務履行が前提）ための

 作業自体が開発業者のシステム的専門技術の適用であり、そのシステム専

 門技術の一部が「プロジェクトマネジメント（管理）技術」である。

⑤システム開発技術に素人の発注者との合意形成には、受注者に適切な範

囲・内容の、適時の説明・告知義務と適切な主導義務が必要とされる。
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内部設計
お任せ

製造テスト
検収
合意

要件定義
合意

→工程順次的/部分的/補完的/具体的合意→

ＲＦＰ

開発請負契約書

・

 

ＥＲ図合意
・

 

ＤＦＤ合意
・ ＷＦＡ合意

・機能構成図
合意

範囲内・追加
変更協議

ﾚﾋﾞｭ
＋
承認

Ⅰ

印

外部設計
合意

Ⅱ

印

Ⅲ

ﾚﾋﾞｭ
＋
承認

Ⅳ

印

保守契約書
印

範囲内・追加
変更協議

範囲内・追加
変更協議

ＲＦＰ添付資料

・ｼｽﾃﾑ化基本計画書

・現状分析報告書

ﾚﾋﾞｭ
＋
承認

提案書

源・全般的合意

印

含む、
仕様追加変更ﾙｰﾙ

←
各
工
程
内
的/

部
分
的/

補
完
的/

具
体
的
合
意
←

・

 

画面ﾚｲｱｳﾄ・
ﾌﾛｰ合意

・

 

帳票ﾚｲｱｳﾄ
合意

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ

 

ﾛｼﾞｯｸ

合意
･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
項目合意

・ﾃｽﾄ計画
(ｹｰｽ

 

･基準・
報告)
合意

・検収計画
(ｹｰｽ

 

･基準・
報告)
合意

追加変更契約 追加変更契約 追加変更契約派・全般的合意

【【５－２．ｼｽﾃﾑ開発請負契約における「合意」の構造概念図５－２．ｼｽﾃﾑ開発請負契約における「合意」の構造概念図】】

手戻り 手戻り 手戻り

不成立 不成立 不成立

一般契約
における
「特定」
未達成

一般契約
における
「特定」
達成

順次

 
特定

 
性
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共通フレーム９８
２０００

 

・ＡＮＳＩ/ＰＭＩ

 

９９－００１－２０００

 

ＰＭＢＯＫｖｅｒ２
２００４

 

・ＡＮＳＩ/ＰＭＩ

 

９９－００１－２００４

 

ＰＭＢＯＫｖｅｒ３
・Ｈ１６．３．１０プロジェクトマネジメント義務判決

２００５

 

ＩＩＢＡ

 

ＢＡＢＯＫｖｅｒ１．０

 

ビジネスアナリシス知識体系

・ＩＰＡ「経営者が参画する要求品質の確保（超上流から攻めるＩＴ化の勘所）」
２００６

 

・ＩＰＡ「経営者が参画する要求品質の確保第２版（超上流から攻めるＩＴ化の

原理原則１７ヶ条）」
２００７・ＪＩＳ

 

Ｘ

 

０１６０：２００７制定

・ＳＬＣＰ－ＪＣＦ２００７

 

共通フレーム２００７
・経産省「モデル契約書（第１版）」注）ＩＴ専門知識とベンダーと対等交渉力のあるユーザ企業向け

２００８

 

・ISO/IEC

 

12207:２００８
・経産省「モデル契約書（追補版）」注）ＩＴ専門知識とベンダーと対等交渉力のないユーザ企業向け

２００９

 

・ＢＡＢＯＫｖｅｒ２．０

・ＳＬＣＰ－ＪＣＦ２００７

 

共通フレーム２００７ｖｅｒ２．０
２０１２

 

・Ｈ２４．３．２９プロジェクトマネジメント義務判決
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５-４.ＰＭＢＯＫ･共通フレーム・ＪＩＳの「プロジェクトマネジメント」
 に関係する定義

「契約」とは、納入者に特定の所産を供給する義務を負わせ、購入者にそれ
に対する対価を支払う義務を負わせる、互いに他を拘束する協定のこと。

「所産」とは、プロジェクトマネジメントのプロセスとアクティビティを実行して
得られる成果（統合されたシステムなど）と文書（手順書・仕様書など）がある。

「プロジェクト」とは、独自の所産を創造するために実施される有期的な業務。あ
る特定の目的を持って実施されるシステム開発などで、達成すべき課題を所
定の期限までに計画に沿って実行する活動である。

「ライフサイクルモデル」とは、ソフトウェア製品の開発、運用、保守というシステ
ムの全生涯に及ぶ「プロセス」、「アクティビティ」及び「タスク」の枠組み。最上
位の作業のくくりが「プロセス」、そのプロセスの構成要素が「アクティビティ」、
そしてそのアクティビティの構成要素がタスクである。

「管理・マネジメント」とは、進捗、見積、組織、要員、リスク、品質、作業などプロ
ジェクトの円滑な遂行に必要なリソースを監視し制御すること。

「共同レビュー」とは、契約に従い、中間成果物に対して取得者と供給者が共同
で行う作業レビュー。供給者がプロジェクトの作業内容や進捗状況及び成果
物を取得者に説明し、取得者に対して意見や同意を得ること。

©（弁）
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６．プロジェクトマネジメント義務のＩＴ－ＣＰＲへの活用

１．「経産省モデル契約書（第１版・追補版）」への組み込み

「第８条（協働と役割分担）

１項

 
共同作業と各自の分担作業の誠実実施、相手の共同作業への協力

３項

 
遅延・不実施は、損害賠償も含む責任

第１３条（プロジェクトマネジメントの責任）

マルチベンダ方式採用時のユーザのベンダの作業範囲の明確化、参加ベンダ

の体制の構築、役割と責任の整理、複数のベンダの活動を統制する責任（プ

ロジェクトマネジメント責任）は、ユーザにある。」

→「プロジェクトマネジメント義務」と「協力義務」の明示的組み込み

判例理論の実務への反映。

→紛争（裁判）解決基準から紛争ＣＰＲ基準へ

２．モデル契約書、ＳＥ（プロマネ）の実際の作業現場における「合意」の必須

 性の啓発・普及・徹底

→「定義」とは「合意」、要件定義とは、要件定義案を集約する作業をすることでは

 なく、要件について合意をすること

©（弁）
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